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（１）災害関連死を防ぐための指定避難所の環境改善にかかる取組に 

ついて 

 

１ 背景 

近年の大規模災害では、建物倒壊などによる直接的な原因で亡くなる方よりも、

避難生活の身体的負担などにより亡くなる「災害関連死」が上回る状況です。災害

関連死を防ぐためには、避難所が良好な生活環境となるようスフィア基準に基づく

環境改善が急務となっています。 

また、国は「南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和７年７月改定）」におい

て、スフィア基準を満たすために必要となるトイレ、ベッド等の災害用物資・資機

材の備蓄を行っている市区町村の割合を、令和 12 年度までに 100％とする目標を

掲げています。 

こうしたことをふまえ、現状を把握し対策につなげるため、県内指定避難所の居

住スペースや資機材の備蓄に関する状況調査を実施しました。 

 

２ 調査結果（調査対象避難所：県内 29市町 1,394か所） 

（１）居住スペースの確保 

①避難所の一人分のスペースを 3.5㎡に置き換えた場合の収容率 

（3.5㎡を確保した場合の想定収容人数／現在の避難所収容人数） 
57.5％ 

②3.5㎡の一人分のスペースを確保している避難所の割合 

（3.5㎡を確保した避難所数／避難所総数） 
4.9％ 

・協定によりホテル・旅館等を活用して確保：10市町  

※現在の避難所収容人数は、市町によって、一人当たりの居住スペースの考え方が異なって

います。（1.5㎡～4.0㎡） 

（２）プライバシー確保やトイレ環境の確保のための資機材の状況 

①パーティション等の確保ができている避難所の割合 10.1％ 

・資機材供給による協定により確保：19市町  

②ベッド等の確保ができている避難所の割合 19.9％ 

・資機材供給による協定により確保：18市町  

③トイレの確保状況  

ア 50人に１基の常設トイレを確保済〔発災初期の場合〕 87.0％ 

イ 20人に１基の常設トイレを確保済〔長期避難の場合〕 61.8％ 

ウ 常設トイレを男女比＝１：３で確保済 7.0％ 

・協定により確保：16市町  

※今回の調査では、避難所における確保状況を取りまとめたものであり、市町によっては、

避難所のほかに防災倉庫での集中的な備蓄や協定締結による流通備蓄等により確保する

取組を進めているところもあります。 
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３ 県内市町が抱える課題 

スフィア基準を満たす避難所の環境改善に取り組む上での市町が抱える課題に

ついて、本調査や市町との意見交換を通じて、以下のとおりまとめました。 

 

・資機材整備には多くの予算が必要であるが、予算確保が難しい 

・居住スペースを確保するには、広さや施設が十分にない 

・スフィア基準を満たす環境の確保時期やイメージを市町単独で検討するのは困難

であり、広域で考える必要がある 

・多様な避難者のニーズに対応できるノウハウが足りない 

 

４ 令和８年度の取組 

令和８年度は以下の取組を実施し、県と市町が一体となって避難所の環境改善を

進めていきます。 

  （１）【拡充】「いのちを守る防災・減災総合補助金」 

〔R7〕330,588 千円 ⇒〔R8〕397,518 千円 ※対前年度比 20.3％増 

津波避難タワー整備やスフィア基準をふまえた避難所の環境改善、孤立地域

対策など、市町が取り組む防災・減災対策を支援します。 

特に、避難所の環境改善分は令和７年度に比べ倍増します。 

〔R7〕40,000千円⇒〔R8〕80,000千円 

（２）【新規】「広域避難計画」の策定 

大規模災害時など市町で受け入れきれない避難者を域外市町等で円滑に受

け入れるための手順等を整理します。 

（３）市町における協定締結に向けた支援 

市町において民間事業者との連携可能な関係を平時から構築できるよう支

援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）専門家との意見交換の実施 

多様な避難者ニーズに対応できるよう、被災地の支援活動に従事した専門家

を招いて県・市町職員等と意見交換を行い、避難所運営におけるノウハウの習

得を支援します。 

【取組事例】 

〇大規模災害時における避難所としての使用に関する協定（志摩市） 

 宿泊施設｢志摩地中海村」を大規模 

災害時に避難所として利用すること 

を目的に協定を締結。 

 また、地元自治会との合同訓練や 

市の図上訓練への参加など地域の 

防災体制構築にも積極的に貢献。 

 

 

地元自治会との夜間訓練の様子（Ｒ７．１２） 
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（２）令和７年度に実施したモデル事業の実施結果について 

 
令和６年能登半島地震で明らかになった課題や気づきをふまえ、南海トラフ地震に

よる大規模被害の発生に備え、被災者支援の実効性をさらに高める必要があることか

ら、市町と連携し、次の４つの観点でモデル事業を実施しました。 

 

１ ４つのモデル事業の取組結果と今後の対応 

（１）孤立地域へのドローンを活用した物資輸送 

①背景 

令和６年能登半島地震では、地震により発生した孤立地域に対してドローン

を活用した物資輸送等により迅速な物資提供が行われました。本県は、能登半

島と同様の地形であり、孤立地域が発生する可能性があることから、ドローン

を活用した物資輸送を円滑かつ迅速に実施できる体制を整えていく必要があり

ます。 

②事業概要  

ア 「ドローンを活用した災害時物資輸送ガイドライン」の作成 

 有識者（国立研究開発法人防災科学技術研究所 内山 庄一郎 主任専門

研究員）や、県内市町の意見をふまえ、ドローンの活用上のリスクや注

意点、平時の準備から災害時の飛行までの業務手順等をわかりやすく明

記したガイドラインを作成しました。（８頁参照） 

イ 実証調査の実施 

 ガイドラインをもとに、離着陸地点や飛行ルートの選定、飛行前点検、

物資の積込み、飛行、物資の受け取りといった業務手順を検証するた

め、２市町（いなべ市、南伊勢町）で実証調査を実施しました。この調

査により、ガイドラインにおける業務手順等の妥当性が確認されまし

た。 

 

       【物資積込みの様子】             【物資受け取りの様子】 

③今後の対応 

令和８年３月２５日に市町説明会を開催し、本ガイドラインの活用方法を説

明します。 

令和８年度は、市町職員向けにガイドライン活用のための勉強会を実施する

など、市町における孤立地域へのドローンを活用した物資輸送の取組を支援し

てまいります。 
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（２）避難所運営に関する専門家との意見交換 

①背景 

令和６年能登半島地震でも、避難生活が長期化する中で避難所の環境改善が

大きな課題となりました。スフィア基準をふまえた避難所の環境改善を市町が

実践するため、知識やノウハウを習得する必要があります。 

②事業概要 

ア 専門家を招いた意見交換会 

 能登半島地震など被災地で支援活動に従事した専門家を招き、多様な避

難者のニーズに即した避難所運営の知識やノウハウを習得するため、県

及び市町職員を対象とした意見交換会を３回実施しました。 

テーマ 
災害時に発生する  
トイレ問題 

地域のつながりを 
生かした避難所運営 

女性・子ども視点での 
避難所運営 

開催日 R7.9.9 R7.12.20 R8.2.6 

講師 
NPO法人日本トイレ研究
所  
代表理事 加藤 篤 氏 

石川県七尾市矢田郷地区
まちづくり協議会 
事務局長 関軒 明宏 氏 

(一社)こども女性ネット東海 
執行理事 藤岡 喜美子 氏 

概略 

 能登半島地震で発生し
たトイレ問題の紹介 

 携帯トイレの設置体験 

 地域住民とともに避難所
運営を行った経験の紹介 

 当事者への配慮を意識した
対応の重要性の説明 

 幼稚園などを小規模避難所
とした事例などの紹介 

参加 
人数 

24人 83人 23人 

 

イ 意見交換会の評価、得られた知見等 

 いずれの意見交換会も、講師からの事例紹介が示唆に富んでいたこと、

参加者によるディスカッションが理解を深めるのに役立ったことなど、

参加者から高い評価をいただきました。 

〔トイレ問題〕 

 平時からの設置体験を通じて携帯トイレの特長を把握するとともに、使

用済み携帯トイレの処理方法を検討する必要性を共有しました。 

・ 川越町では、今回の意見交換をふまえ、防災訓練において自主防災組織

や消防団による携帯トイレの設置体験や、避難所運営にあたる町職員を

対象に、携帯トイレを使用した訓練を実施しました。 

〔地域のつながり〕 

・ 災害時に発生した避難所運営の課題を運営者だけで解決するのではな

く、避難者にも協力を促しながら、ともに運営することや、地域住民が

自主的に運営できるよう日頃から準備する重要性を共有しました。 

〔女性・子ども視点〕 

・ 大人だけでなく、子どもや女性が参加して避難所のあり方を一緒に考え

る訓練の必要性を共有しました。 

③今後の対応 

今回のテーマに関する気づき等については、「三重県避難所運営マニュアル策

定指針」の事例集としてとりまとめ、市町に周知します。 
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また、令和８年度は、「みえ防災・減災センター」が開催する市町行政職員向

け防災研修においてトイレに関する講座等を設けるなど、多くの方が学ぶこと

ができる機会を創出するとともに、新たな意見交換テーマとして、高齢者や障

がい者、外国人などの多様なニーズに対応できるよう、市町の要望等を聞きな

がら開催します。 

 

（３）災害ケースマネジメントの導入促進について 

①背景 

災害発生時においては、「救助・救急、避難所運営、物資供給」などの応急対

応が最優先で実施されますが、その後、生活再建に向けて「住まいの確保、医

療・福祉サービスの継続、収入の回復」など、中長期にわたる課題が発生しま

す。 

行政が支援メニューを用意し、申請に基づき支援する従来の手法では、「制度

を知らない」「申請方法がわからない」などの理由により、支援メニューが十分

に活用されず、被災者の自立・生活再建に結びつかないことがあります。 

このことから、被災者一人ひとりの状況に寄り添い、関係機関が連携して自

立・生活再建まで伴走する「災害ケースマネジメント」を導入していく必要が

あります。 

②事業概要 

ア 「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定研究会」の開催 

 県、市町及び県社会福祉協議会をメンバーとする「災害ケースマネジメ

ント促進に向けた指針策定研究会」を設置し、令和７年７月から令和８

年２月までに計６回開催しました。 

 研究会では、災害ケースマネジメントの理解を深める講演会を開催した

うえで、被災者の自立・生活再建に向けて支援が本格化する「避難所閉

所検討～応急仮設住宅供与段階」における具体的業務を整理し、有識者

からのアドバイスを受けて災害ケースマネジメントの実施体制について

検討を行いました。 
 

■ 災害ケースマネジメントの理解を深める講演会 
〔日時〕令和７年７月２８日（月） 午後２時から午後４時まで 
〔場所〕三重県勤労者福祉会館 
〔内容〕講演 
（１）災害ケースマネジメントの取組について 

        内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難支援担当）付 
        黒濱 綾子 氏 

（２）官民連携による被災者支援の取組 
        倉敷市社会福祉協議会 事務局次長（兼）地域福祉課長 

佐賀 雅宏 氏 

【研究会構成員】 

県内市町 
（７市町） 

桑名市、四日市市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、紀宝町 
※各市町から防災部署、福祉部署を中心に参加 

２０名 

県 防災対策部、医療保健部、子ども・福祉部、環境生活部 ７名 

団体 三重県社会福祉協議会 ２名 

有識者 大阪公立大学大学院文学研究科准教授 菅野 拓 氏 

 

5



 

 

イ 「三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討～応

急仮設住宅供与段階）」最終案の策定 

 「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定研究会」では、これま

での議論をふまえ、市町が災害ケースマネジメントを実施するにあたっ

ての留意事項や、標準的な実施手順等を整理した「三重県災害ケースマ

ネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段

階）」を最終案として取りまとめました。（９頁参照） 

③今後の対応 

今回策定した指針については、県・市町職員・関係団体を対象とした説明会

で周知するほか、災害ケースマネジメントの必要性を喚起する講演会を開催し

ます。 

令和８年度は、災害ケースマネジメントに関する理解と導入促進を図るた

め、市町、福祉、士業、ＮＰＯ、県などの関係団体で構成する会議体の設置

や、応急対応を行う様々な機関が持つ被災者情報を収集し、災害ケースマネジ

メントに活用するための県内共通様式の作成などを進めます。 

こうした取組を通じて、県内市町における災害ケースマネジメントの取組を

浸透させ、関係機関が連携した被災者支援の取組を促進してまいります。 

 
■ 災害ケースマネジメント講演会・県指針説明会 
〔日時〕令和８年３月１７日（火） 午前９時３０分から午前１１時２０分まで 
〔場所〕三重県勤労者福祉会館 
〔内容〕講演・県指針説明 
（１）なぜ、災害ケースマネジメントが必要なのか 

大阪公立大学大学院文学研究科准教授 菅野 拓 氏 
（２）令和６年能登半島地震における災害ケースマネジメントとの実際 

社会福祉法人麦の子会 羽村 龍 氏（元輪島市福祉課職員） 
    （３）三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討～応 

急仮設住宅供与段階）の概要について 
三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長 石田 学  
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（４）災害発生後の効率的な土地利用 

①背景 

令和６年能登半島地震と奥能登豪雨では、応急仮設住宅の建設候補地が災害

廃棄物置場として利用されたケース、浸水エリアに建設された応急仮設住宅が

浸水被害を受けたケースなど、災害発生後の土地の活用方法が要因となり市町

や応援機関の災害対応に支障をきたしました。大規模災害発生時に県内で同様

の事態が発生しないよう、活用できる土地の使用方法（※）を市町が事前に整

理しておく必要があります。 

（※）救助機関活動拠点、仮埋葬地、応急仮設住宅建設用地、資機材置場、

災害廃棄物仮置場等 

②事業概要  

ア 「災害対応における土地利用計画作成ガイドライン」の作成  

・ 有識者（三重大学大学院 川口 淳教授）や県内市町の意見をふまえ、ガ

イドライン案を作成しました。 

・ ガイドライン案には、土地利用計画作成の意義・手順や公共用地・施設

等のリスト化、市町ごとの必要面積と確保面積との比較、機能配置の調

整方法、とりまとめなどを明記しました。 

・ ガイドライン案をもとに、明和町で実際に「明和町災害時土地利用計

画」を作成していただきました。作成を通じて得られた課題や気づきを

ふまえながら「災害対応における土地利用計画作成ガイドライン」を作

成しました。（10頁参照） 

イ 「明和町災害時土地利用計画」の作成支援 

・ 土地利用計画の作成にあたっては、明和町の全所属で構成される明和町

防災対策プロジェクト会議（５月、８月、12月、２月）に県も参加して

助言するなど、明和町における土地利用計画の作成を支援しました。 

・ 計画には、公共用地・施設等一覧、フェーズごとの機能配置図、公共用

地・施設等ごとのカルテが明記されています。 

③今後の対応  

令和８年３月２５日に市町説明会を開催し、本ガイドラインの活用方法を説

明します。 

令和８年度は、市町職員向けにガイドラインの勉強会を実施するなど、市町

における土地利用計画作成が進むよう支援してまいります。 

 

２ 今後の取組   

 上記のモデル事業で得られた知見をふまえ、発災直後から復旧に至る各フェーズ

において迅速で円滑な防災・減災対応が可能となるよう、さらなる対策を講じると

ともに、市町の取組を引き続き支援してまいります。 
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